
さらに、

さらに、

さらに、

＜創業１年１か月未満 及び店舗・業容拡大しているベンチャー・スタートアップ など （後者は公庫のみ)＞（１）～（３）のいずれかで比較

【公庫(青枠)】 最近１カ月の売上高と、前年または前々年の同期と比較

【信用保証協
会 緑枠 】

最近１ヶ月の売上高と 、前年同月を比較+

その後２ヶ月間(見込み)を含む３ヶ月の売上高と 前年同期を比較

指定738業種の場合

＜創業１年１か月以上＞

売上高5%以上減少なら

売上高10%以上減少なら

売上高15%以上減少なら

売上高20%以上減少なら

減少幅に関係なく

追加要件を満たせば
実質無利子・無担保の対象
利子補給対象上限
   （日本公庫等）
                中小事業1億円、
                国民事業3,000万円
   （商工中金）
                危機対応融資1億円

①セーフティネット5号

②新型コロナウイルス
感染症特別貸付

③商工中金等による
「危機対応融資」

④新型コロナウイルス対策
マル経融資(拡充)

⑤生活衛生新型コロナ
ウイルス感染症特別貸付

⑦衛生環境激変対策
特別貸付

⑧危機関連保証

⑨セーフティネット4号

⑩セーフティネット貸付

小規模事業者の場合

生活衛生関係営業
(旅館、飲食、
理美容店など)

生活衛生関係営業
(旅館、飲食、喫茶など)

⑥新型コロナウイルス対策
衛経(拡充)

直方市商工観光課
TEL:0949-25-2155

相談窓口

資金繰り支援内容一覧

直方市商工観光課
TEL:0949-25-2155

直方商工会議所
TEL:0949-22-5500

・6000万円(別枠）
・設備20年、運転15年、うち据置5年以内
（運転資金は振興計画認定組合の組合員の方のみ)
・国民事業の利下げ及び利子補給は②④⑤⑥と共有

・1000万円(別枠）
・設備10年(うち据置4年)、運転7年(うち据置3年)以内
・国民事業の利下げ及び利子補給は②④⑤⑥と共有

・1000万円(別枠）
・運転7年、うち据置2年以内

・借入債務の100 ％を信用保証協会が保証
・2.8億円（別枠)
・保証料・金利ゼロの対象

条         件 利用可能メニュー

・借入債務の 80 ％を信用保証協会が保証
・2.8 億円（別枠。⑨と共有)
・小規模個人事業主は保証料 ・金利ゼロの対象

・中小企業3億円、国民事業0.6億円(別枠)
・設備20年、運転15年、うち据置5年以内
・国民事業の利下げ及び利子補給は②④⑤⑥と共有

・3億円(別枠）
・設備20年、運転15年、うち据置5年以内

・1000万円(別枠）
・設備10年(うち据置4年)、運転7年(うち据置3年)以内
・国民事業の利下げ及び利子補給は②④⑤⑥と共有

概     要

商工組合中央金庫
0120-542-711

直方商工会議所
TEL:0949-22-5500

日本政策金融公庫八幡支店
TEL:093-641-7715

日本政策金融公庫八幡支店
TEL:093-641-7715

日本政策金融公庫八幡支店
TEL:093-641-7715

直方市商工観光課
TEL:0949-25-2155

日本政策金融公庫八幡支店
TEL:093-641-7715

【公庫 青枠 】

（１）最近1ヵ月の売上高と過去3ヵ月（最近1ヵ月を含む）の平均売上高の比較

（２）最近1ヵ月の売上高と令和元年12月の売上高の比較

・借入債務の100 ％を信用保証協会が保証
・2.8億円（別枠。①と共有)
・保証料・金利ゼロの対象

・中小事業7.2億円、国民事業0.48億円
・設備15年、運転8年、うち据置3年以内

（３）最近1ヵ月の売上高と令和元年10月から12月の平均売上高を比較

（１）左記に同じ。

（２）左記に加え、その後2ヶ月間見込みを含む3ヶ月の売上高と令和元年12月の売上高の３倍を比較

売上高要件の考え方

【信用保証協会 緑枠 】

（３）左記に加え、その後2ヶ月間見込みを含む3ヶ月の売上高と令和元年10～12月の3ヶ月を比較


